
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
六
十
二
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
三
十
年
八
月
三
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
合
同
会
社
勝
実
様
賃
貸
店
舗
新
築
工
事 

 
 

 

埼
玉
県
志
木
市
幸
町
一
丁
目
二
千
八
百
十
一
番
一
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
意
見
の
概
要 

⑴ 

収
容
能
力
が
二
十
台
ま
た
は
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
駐
車
場
を
設
置
す
る

場
合
、
埼
玉
県
生
活
環
境
保
全
条
例
に
よ
り
、
設
置
者
又
は
管
理
者
は
駐
車
場
の
利
用
者

に
対
し
、
ア
イ
ド
リ
ン
グ
・
ス
ト
ッ
プ
の
実
施
を
周
知
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い

る
の
で
遵
守
し
て
く
だ
さ
い
。 

⑵ 

廃
棄
物
の
減
量
化
及
び
資
源
化
へ
の
協
力
に
つ
い
て 

 

㈠ 

事
業
系
ご
み
に
つ
い
て
は
、
許
可
業
者
に
よ
る
適
正
な
処
理
は
も
と
よ
り
、
分
別
を

徹
底
し
、
ご
み
の
減
量
化
及
び
資
源
化
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。 

 

㈡ 

市
が
実
施
し
て
い
る
４
Ｒ
（
リ
フ
ュ
ー
ズ
…
ご
み
に
な
る
も
の
は
お
断
り
し
ま
す 

リ

デ
ュ
ー
ス
…
ご
み
を
減
ら
し
ま
す 

リ
ユ
ー
ス
…
再
使
用
し
ま
す 

リ
サ
イ
ク
ル
…
再

資
源
化
し
ま
す
）
推
進
に
基
づ
き
、
マ
イ
バ
ッ
ク
持
参
、
レ
ジ
袋
辞
退
運
動
に
協
力
し

て
く
だ
さ
い
。 

⑶ 

屋
外
照
明
の
設
置
に
つ
い
て 

 
 

宅
地
等
の
開
発
及
び
中
高
層
建
物
の
建
築
に
関
す
る
指
導
要
綱
に
則
り
、
事
業
者
は
、

環
境
省
が
策
定
し
た
「
光
害
対
策
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
建
築
物
に
屋

外
照
明
の
た
め
器
具
又
は
設
備
を
設
置
す
る
と
き
は
、
交
通
の
安
全
の
確
保
、
防
犯
そ
の

他
の
屋
外
照
明
の
目
的
を
確
保
し
つ
つ
、
光
害
の
防
止
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努

め
て
く
だ
さ
い
。 

⑷ 

交
通
安
全
対
策
に
つ
い
て 

 

㈠ 

隣
接
道
路
へ
の
出
入
り
に
つ
い
て
の
安
全
確
保
に
努
め
る
と
と
も
に
、
周
辺
生
活
道

路
の
進
入
に
対
す
る
、
住
民
か
ら
の
苦
情
・
要
望
に
対
し
て
、
事
業
者
側
で
対
応
し
て

く
だ
さ
い
。 

 

㈡ 

出
入
り
口
部
に
つ
い
て
、
交
通
安
全
対
策
と
し
て
交
通
誘
導
員
な
ど
の
配
置
を
配
慮



し
て
く
だ
さ
い
。 

 

㈢ 

店
舗
新
設
後
、
施
設
裏
側
市
道
な
ど
の
安
全
確
保
に
つ
い
て
配
慮
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

㈣ 

店
舗
新
設
後
、
入
庫
待
機
車
に
よ
る
交
通
渋
滞
に
つ
い
て
配
慮
し
て
く
だ
さ
い
。 

⑸ 
通
学
路
の
安
全
確
保
に
つ
い
て 

 

㈠ 
小
・
中
学
校
の
通
学
路
で
あ
る
こ
と
と
、
小
学
校
の
放
課
後
の
自
転
車
事
故
が
多
数

発
生
し
て
い
る
状
況
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
来
店
者
が
多
く
な
る
と
思
わ
れ
る
夕
方
の
時

刻
に
は
児
童
・
生
徒
の
下
校
時
刻
と
重
な
る
た
め
、
駐
車
場
の
出
入
口
及
び
搬
入
車
両

専
用
出
入
口
に
交
通
整
理
員
を
配
置
す
る
等
安
全
確
保
の
徹
底
を
図
っ
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

ま
た
、
朝
の
登
校
時
に
搬
入
車
両
が
出
入
り
す
る
場
合
に
も
、
児
童
・
生
徒
の
安
全

確
保
の
徹
底
を
図
っ
て
く
だ
さ
い
。 

 

㈡ 

店
舗
新
設
後
、
児
童
生
徒
が
荷
捌
き
の
搬
入
車
両
及
び
店
舗
利
用
者
の
車
両
に
よ
る

交
通
事
故
の
被
害
に
遭
わ
な
い
よ
う
、
安
全
対
策
に
配
慮
く
だ
さ
い
。 

⑹ 

防
災
対
策
へ
の
協
力
に
つ
い
て 

 
 

災
害
の
発
生
ま
た
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
地
域
住
民
の
一
時
避
難
場
所
と

し
て
駐
車
場
内
の
利
用
に
つ
い
て
協
力
し
て
く
だ
さ
い
。 

⑺ 

店
舗
を
活
用
し
た
地
域
交
流
の
推
進
に
つ
い
て 

 
 

超
高
齢
社
会
、
少
子
化
、
核
家
族
化
が
進
行
し
、
認
知
症
者
も
大
幅
に
増
加
す
る
こ
と

が
予
測
さ
れ
て
い
る
中
、
新
し
い
地
域
づ
く
り
の
一
環
と
し
て
、
で
き
る
だ
け
住
民
や
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
主
体
的
な
互
助
活
動
で
支
え
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
も
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
地
域
の
高
齢
の
方
等
が

気
軽
に
集
え
る
場
所
、
ス
ペ
ー
ス
を
設
け
る
こ
と
で
、
住
民
の
主
体
的
な
互
助
活
動
を
促

進
す
る
取
組
み
を
実
施
し
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

例
え
ば
、
イ
オ
ン
葛
西
店
で
は
、
早
朝
開
店(

午
前
七
時
～)

を
し
て
高
齢
者
が
体
操
や

囲
碁
、
将
棋
と
い
っ
た
娯
楽
が
で
き
る
ス
ペ
ー
ス
を
無
料
提
供
し
た
こ
と
で
、
売
り
上
げ

が
昨
年
度
よ
り
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
上
昇
し
た
と
い
う
好
事
例
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

取
組
み
を
促
進
し
て
い
く
こ
と
で
企
業
経
営
の
向
上
は
も
と
よ
り
、
少
子
高
齢
化
に
即
し

た
店
舗
の
展
開
、
地
域
活
性
化
に
も
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
ま
す
。 

⑻ 

高
齢
者
の
移
動
手
段
の
確
保
に
つ
い
て 

 
 

高
齢
者
福
祉
の
観
点
か
ら
、
大
規
模
小
売
店
舗
は
、
単
に
商
品
が
購
入
で
き
る
生
活
支

援
施
設
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
店
舗
に
行
き
、
他
者
と
触
れ
合
い
、
交
流
す
る
こ
と
に
よ

る
介
護
予
防
・
自
立
支
援
の
役
割
も
大
き
い
と
考
え
ま
す
。 

 
 

し
か
し
な
が
ら
、
移
動
手
段
が
な
い
、
一
人
に
よ
る
外
出
が
困
難
で
支
援
が
必
要
で
あ

る
、
な
ど
様
々
な
障
壁
に
よ
り
、
効
果
が
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
外
出
が
で
き
な
い
高
齢

者
が
い
る
こ
と
も
事
実
で
す
。
よ
っ
て
、
店
舗
の
開
店
に
あ
た
っ
て
は
、
巡
回
バ
ス
の
運



行
等
、
移
動
手
段
の
確
保
等
を
検
討
し
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

開
店
予
定
の
店
舗
は
、
駅
か
ら
も
近
く
立
地
と
し
て
も
好
条
件
に
あ
る
よ
う
で
す
が
、

周
辺
に
暮
ら
す
高
齢
者
に
は
、
移
動
手
段
に
頼
ら
な
け
れ
ば
、
外
出
に
困
難
な
方
も
お
り
、

ま
た
市
内
の
店
舗
に
お
い
て
は
、
介
護
事
業
所
と
の
連
携
協
力
に
よ
る
、
無
料
送
迎
バ
ス

の
運
行
を
行
い
、
高
齢
者
等
に
喜
ば
れ
て
い
る
事
例
も
あ
る
た
め
、
検
討
し
て
く
だ
さ
い
。 

⑼ 

障
が
い
者
の
安
全
確
保
及
び
、
雇
用
の
配
慮
に
つ
い
て 

 
 

店
舗
前
を
通
る
障
が
い
者
の
安
全
に
配
慮
し
て
、
車
両
の
誘
導
等
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

店
舗
で
働
く
職
員
に
つ
い
て
は
、
障
害
者
差
別
解
消
法
の
趣
旨
を
踏
ま
え
て
障
が
い
者

等
に
対
し
て
合
理
的
配
慮
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。 

⑽ 

商
店
街
、
商
工
団
体
へ
の
参
画 

 
 

志
木
市
の
商
工
業
の
振
興
を
図
る
観
点
か
ら
、
志
木
市
商
工
会
に
加
入
し
、
連
携
・
協

力
を
図
っ
て
く
だ
さ
い
。 

⑾ 

雇
用
対
策
に
つ
い
て 

 
 

社
員
の
採
用
に
あ
た
っ
て
は
、
常
勤
・
パ
ー
ト
に
か
か
わ
ら
ず
、
「
ジ
ョ
ブ
ス
ポ
ッ
ト

し
き
」
を
通
じ
て
、
地
元
か
ら
の
採
用
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。 

⑿ 

地
場
農
産
物
の
販
売
に
つ
い
て 

 
 

本
市
に
あ
っ
て
は
、
有
機
栽
培
等
に
取
り
組
む
農
家
も
あ
り
、
他
店
舗
に
お
い
て
も
地

元
の
農
作
物
と
し
て
販
売
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
地
産
地
消
の
取
組
み
を
積
極
的
に
展
開

し
て
く
だ
さ
い
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
三
十
年
八
月
三
日
か
ら
平
成
三
十
年
九
月
三
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 


